
報道機関各位 

個人情報を記載した文書の紛失について 

１ 事故の経過 

 平成 31年２月４日（月）午後５時 15分ごろに、「平成 30年度宮城県後期高齢

者医療広域連合歯科健康診査事業」の受託事業者である「一般社団法人宮城県歯

科医師会」の事務局職員が、当該事業の成果物である「歯科健診票」（別紙）を当

広域連合へ納品するため宮城県歯科医師会館屋外駐車場にて積み込み作業中、「歯

科健診票」を入れていた箱の蓋と「歯科健診票」が突風にあおられ飛散紛失して

しまったもの。すぐに付近を捜索し当該駐車場で４枚、近隣駐車場で２枚を回収

したが、現在に至るまで２枚の「歯科健診票」が発見できていない。 

２ 紛失した個人情報の内容 

 「歯科健診票」１枚に付き１名分の歯科健診結果（現存歯・喪失歯の状況等）

及び住所、氏名、生年月日等。 

３ 対応 

 ２名の歯科健診受診者に対しては当該事業者が電話連絡と文書でのお詫びと説

明を行うとともに、当広域連合からもお詫びと説明の電話連絡を行った。 

４ 再発防止策 

 当該事業者に対して個人情報の取扱いの重要性や事故時の対応について厳重に

指導した。「歯科健診票」の運搬方法については、飛散防止のため厳重に梱包する

等の対応策を講じ、業務委託仕様書に明記した上で適切な取扱いの徹底を図る。 

※ 宮城県後期高齢者医療広域連合歯科健康診査事業とは

 前年度 75歳の年齢到達者である宮城県後期高齢者医療被保険者を対象とし、歯

科健康診査において歯科疾患、口腔衛生状態、嚥下機能等の検査を実施すること

により、健康保持・増進、生活の質の向上を目的とする事業であり、宮城県歯科

医師会へ業務を委託し、登録歯科医療機関において歯科健診を実施している。歯

科健診の結果は 3 枚複写式の「歯科健診票」に記録し、広域連合、歯科健診受診

者、歯科健診実施歯科医療機関においてそれぞれ保有することとしている。 

報 道 発 表 資 料 

平 成 ３ １ 年 ２ 月 １ ３ 日 

宮城県後期高齢者医療広域連合 

仙台市青葉区上杉１丁目２番３号 

電話：０２２－２６６－１０２６ 
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